
「西宮市都市計画審議会」・「西宮市都市景観・屋外広告物審議会」 

市民委員募集のお知らせ 
 

西宮市では、西宮市政への市民参画を推進するため、「西宮市都市計画審議会」・「西宮市都市景観・

屋外広告物審議会」の市民委員を公募します。 
 

【 募 集 内 容 】 

 都市計画審議会 都市景観・屋外広告物審議会 

審議会の概要 

○ 都市の健全な発展と秩序ある整備を図

り、将来の姿を決定する「都市計画案」を

調査・審議する市長の附属機関です。 

○ 審議会は年４回程度（１回は約２時間） 

開催予定です。 

○ 審議会へのご出席に応じて、市の規定に

基づく報酬をお支払いします。 
 

○ 美しい都市景観を形成するために都市景

観及び屋外広告物に関する重要事項を

調査・審議する市長の附属機関です。 

○ 審議会は年３回程度（１回は約２時間） 

開催予定です。 

○ 審議会へのご出席に応じて、市の規定に

基づく報酬をお支払いします。 

任期 令和６年７月１日 ～ 令和８年６月３０日 
 

令和６年１２月１日 ～ 令和８年１１月３０日 

募集人数 ２人 
 

２人 
 

応募資格 

以下の全ての要件を満たす方 

 本市在住または在勤の方 

 満１８歳以上の方 

※ 都市計画審議会 （令和６年７月１日時点で満１８歳以上） 

※ 都市景観・屋外広告物審議会 （令和６年１２月１日時点で満１８歳以上） 

 本市の他の審議会の委員でない方 

 本市の職員または市議会議員でない方 
 

応募期間 令和６年３月１１日（月）～４月１１日（木）  ※当日消印有効 
 

応募方法 

○ 所定の「申込書」に必要事項をご記入の上、小論文を添えて、郵送かＥメールで送付い

ただくか、提出先の窓口（開庁日の執務時間内のみ）へお持ちください。 

○ 「募集要項」や「申込書・小論文様式」は、市役所の窓口（提出先の担当課）や各支所等

の窓口で配布します。市ホームページ（提出先の担当課）からもダウンロードできます。 

○ 小論文は以下のテーマで、所定の様式に８００字程度で作成してください。 

○ 提出された応募書類やデータは返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。 

（提出された書類やデータは目的外には使用いたしません。） 
 

小論文テーマ 西宮の都市計画について考えること 
美しいまちづくりについて考えること 

（都市景観・屋外広告物） 
 

選考方法 

応募資格を満たす方の中から、公募委員選考委員会において「書類審査（小論文等）」と

「面接（書類審査通過者のみ）」による選考を行います。 

（選考結果は各応募者に個別にお知らせいたします。） 
 

問い合わせ先 

（提出先） 

西宮市役所 都市計画課 

電 話：０７９８－３５－３６８４ 

メール：vo_toshikei@nishi.or.jp 
 

西宮市役所 都市デザイン課 

電 話：０７９８－３５－３９５０ 

メール：vo_toshidesign@nishi.or.jp 

住 所： 〒６６２－８５６７ 西宮市六湛寺町１０番３号 西宮市役所 本庁舎５階 

都市計画課 ・ 都市デザイン課 
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